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(54)【発明の名称】 超音波診断装置

(57)【要約】
【課題】  機械走査式超音波診断装置は、超音波振動子
を走査させるモータが異常駆動し、モータ電源が異常上
昇した際に、モータの回転駆動が停止されるために、モ
ータの制御をするサーボ回路の故障や生体に応じた走査
速度設定時のその設定速度において、走査速度が所定範
囲外で駆動した際に所望の生体診断ができない課題があ
った。
【解決手段】  超音波振動子１３を回転駆動するモータ
１６と、超音波振動子１３またはモータ１６の回転速度
を検出するロータリーエンコーダ１５と、所定の基準値
を有し、この基準値とロータリーエンコーダ１５による
検出結果とを比較して超音波振動子１３またはモータ１
６の回転異常の発生を監視する比較器２５と、比較器２
５でロータリーエンコーダ１５の検出結果は、回転異常
と判定されるとモータ１６の動作を停止させるリレース
イッチ２１を備え、前記比較器２５の基準値に生体観察
に応じ超音波振動子１３またはモータ１６の基準値を有
した超音波診断装置。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】超音波振動子を回転駆動する駆動手段と、
前記超音波振動子または前記駆動手段の回転速度を検出
する回転速度検出手段と、
所定の基準値を有し、この基準値と前記回転速度検出手
段による検出結果とを比較して前記超音波振動子または
前記駆動手段の回転異常の発生を監視する回転異常監視
手段と、
前記回転異常監視手段が回転異常を検出することにより
前記駆動手段の動作を停止させる制御手段と、を備えた
ことを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は医療診断に用いる超
音波断層像を得るための超音波診断装置において、特に
メカニカルスキャン方式の超音波診断装置に関するもの
である。
【０００２】
【従来の技術】従来、体腔内を医療診断する超音波診断
装置としては、超音波振動子から発せられた超音波を機
械的（メカニカル）走査方式または電子的走査方式によ
り走査して、診断すべき生体の被検体部に投射し、被検
体部から反射された超音波（エコー波）を基に、画像信
号処理を行い、モニタ画面に表示された超音波映像から
被検体部の診断が行われる。
【０００３】体腔内ま生体を診断する前記機械的走査方
式の超音波診断装置（以下、メカニカルスキャン超音波
診断装置という）は、例えば、特開平３－９７３４号公
報に開示されている。この公報に開示されているメカニ
カルスキャン超音波診断装置は、体腔内に挿入される挿
入部先端に超音波振動子を設け、この超音波振動子にフ
レキシブルシャフトを介してモータで回転駆動を与えて
超音波走査を行っている。このモータからの回転力をフ
レキシブルシャフトを介して超音波振動子に伝達する方
法において、前記挿入部を被検体部に向けて湾曲された
際に、超音波位相の進みと遅れが生じ超音波画像が回転
することから、超音波の位相変化を補正制御する方法が
記載されている。
【０００４】しかし、モータから超音波振動子に回転力
を伝達するフレキシブルシャフトに劣化や座屈が生じた
際に、モータに過負荷が加わり過電流が供給される。こ
のモータに過電流が生じた際の保護方法について図６を
用いて説明する。
【０００５】図６の図中の符号５１は超音波プローブ
で、符号５２は超音波診断装置である。前記超音波プロ
ーブ５１は、体腔内に挿入される挿入部５１ａとこの挿
入部５１ａに配置される超音波振動子５３の駆動制御す
る駆動部５１ｂからなる。挿入部５１ａの先端には超音
波振動子５３が内装配置され、この超音波振動子５３
は、前記挿入部５１ａに内装されているフレキシブルシ
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ャフト５４の先端に取り付けられている。駆動部５１ｂ
には、前記フレキシブルシャフト５４の基端が取り付け
されたモータ５６と、このモータ５６と共に回転し、モ
ータ５６の回転速度を検出するロータリエンコーダ５５
と、このロータリーエンコーダ５５で検出した回転速度
信号の基で、前記モータ５６の回転制御を行うサーボ回
路５７等からなっている。
【０００６】なお、前記超音波振動子５３は、前記挿入
部５１ａに内装された信号用ケーブルを介して、後述す
る超音波診断装置５２に設けられている超音波発信駆動
制御及び超音波エコー受信駆動制御を行う超音波振動子
駆動制御回路と接続されている。
【０００７】前記超音波診断装置５２は、前記超音波プ
ローブ５１のサーボ回路５７を介して、モータ５６を駆
動するモータ電源６２と、このモータ電源６２と前記サ
ーボ回路５７との間に設けられた電流検知スイッチ５９
とモータ電源供給用リレー（以下、リレースイッチとい
う）６０が直列に設けられている。この電流検知スイッ
チ５９は、モータ電源６２からサーボ回路５７を介して
モータ５６に供給されるモータ駆動電源の電流値が所定
の値を超えるとオフ動作するもので、前記リレースイッ
チ６０は、フリーズ信号６１でオン／オフ制御される。
この超音波診断装置５２には、図示していないが、前記
超音波振動子５３を駆動制御する超音波振動子駆動制御
回路、フリーズ信号生成回路、前記ロータリエンコーダ
５５で検出したモータ５６の回転速度信号を基に前記超
音波振動子駆動制御回路やフリーズ信号生成回路を制御
する送信タイミング回路等が設けられている。
【０００８】前記超音波診断装置５２の図示していない
超音波振動子駆動制御回路からの駆動制御の基で、前記
超音波振動子５３が励振されて生体内へ超音波パルスを
放射し、その超音波パルスが生体で反射された超音波エ
コー波を受信して、電気信号に変換して、前記超音波振
動子駆動制御回路に出力され、この超音波振動子駆動回
路に供給された電気信号を基に、図示していないモニタ
に表示するための画像信号処理を行い超音波画像をモニ
タ表示する。
【０００９】この超音波振動子５３から超音波パルスを
放射する際に、前記モータ電源６２がリレースイッチ６
０と電流感知スイッチ５９及びサーブ回路５７を介し
て、モータ５６に供給してモータ５６を回転駆動させ
る。このモータ５６の回転駆動は、フレキシブルシャフ
ト５４を介して超音波振動子５３に伝達され、超音波振
動子５３をメカニカルに回転させる。この超音波振動子
５３の回転により、生体内に超音波パルスを走査発信す
る。
【００１０】前記モータ５６の回転は、ロータリエンコ
ーダ５５で検出され、その検出された回転速度から生成
された出力信号は、前記サーボ回路５７と送信タイミン
グ回路に供給される。前記サーボ回路５７は、前記ロー



(3) 特開２００１－３２１３７９

10

20

30

40

50

3
タリエンコーダ５５から供給された回転速度信号を基
に、前記モータ５６の回転速度を一定にするための制御
を行う。
【００１１】前記リレースイッチ６０は、超音波診断装
置５２を操作する操作者により入力されるフリーズ信号
６１でオン／オフ制御されるが、このフリーズ信号６１
が供給されていない場合に、このリレースイッチ６０が
オンされて、モータ電源６２が電流感知スイッチ５９と
サーボ回路５７を介してモータ５６に供給され、フリー
ズ信号６１が供給されている場合は、前記リレースイッ
チ６０はオフされて、モータ電源６２の供給が遮断され
る。
【００１２】前記超音波プローブ５１が超音波診断装置
５２で駆動操作されている状態で、フレキシブルシャフ
ト５４の経年変化または座屈等によりフレキシブルシャ
フト５４が前記挿入部５１ａの内壁に接触して回転が遅
速状態となったり、または回転停止状態となると、モー
タ５６の回転も遅速または停止状態となる。前記モータ
５６の回転が遅速または停止状態は、前記ロータリーエ
ンコーダ５５の遅速または停止状態となり、このロータ
リエンコーダ５５からの出力信号の基で、前記サーボ回
路５７は、モータ５６を所定の回転速度で駆動させるよ
うに制御するのでモータ電源６２の供給する電流を増加
させる。つまり、モータ５６の異常回転状態が検出され
ると、サーボ回路５７は、モータ電源６２のモータ５６
への供給量を増大させる制御を行う。このモータ電源３
２からモータ５６に供給されるモータ駆動電源の電流値
が所定値を超えると、モータ５６の保護のために、前記
電流検知スイッチ５９がオフ動作して、モータ５６に供
給されているモータ電源６２を遮断する。すなわち、こ
の電流検知スイッチ５９は、スイッチ接点に供給されて
いる電流値が一定値を超えると、スイッチ接点が開放さ
れ、スイッチ接点に所定値以上の電源が供給されている
間はスイッチ接点が開放されるようになっている。
【００１３】これにより、前記超音波振動素子５３をフ
レキシブルシャフト５４を介して回転操作させるモータ
５６に回転異常が生じた際には、モータ電源６２とモー
タ５６との間に設けた電流検知スイッチ５９により、モ
ータ電源６２の供給を遮断させることにより、モータ５
６への過電源供給を停止させて、モータ５６の保護とモ
ータ５６の異常時における超音波振動子５３のメカニカ
ルスキャンの異常駆動による超音波診断の誤認識が生じ
ないようになされている。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】従来のメカニカルスキ
ャン方式の超音波診断装置において、超音波プローブ５
１の挿入部５１ａに設けた超音波振動子５３をモータ５
６によりフレキシブルシャフト５４を介して回転させて
超音波を走査させている。この超音波振動子５３を所定
の回転速度で回転させるために、前記モータ５６の回転
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速度を検知して、その検知した回転速度の基で生成され
た信号を用いて、サーボ回路５７で前記モータ５６が所
定の回転速度を維持するように制御している。
【００１５】しかし、モータ５６自体に異常が生じた
り、または、モータ５６に接続されているフレキシブル
シャフト５４の劣化または座屈等で、モータ５６の回転
が所定回転速度以下の低回転または停止状態となると、
モータ５６の回転を制御するサーボ回路５７は、モータ
５６の回転速度を早くするためにモータ電源６２の供給
する電流を増加させて、モータ５６の回転を上昇させる
制御を行う。このモータ５６に供給されるモータ電源６
２の供給する電流が所定値よりも高くなる異常状態とな
ると、電流検知スイッチ５９で、モータ電源６２からモ
ータ５６へ供給される異常電流を検知して動作する電流
検知スイッチ５９でモータ電源６２を遮断してモータ５
６の保護や、モータ異常による超音波診断の誤認識の解
消を図っている。
【００１６】しかしながら、前述の超音波診断装置は、
モータ５６が異常駆動し、モータ５６に供給されモータ
電源６２の供給する電流が異常上昇した場合にのみ、モ
ータ５６の回転駆動が停止されるものであり、例えば、
フレキシブルシャフト５４とモータ５６が正常駆動して
いる際に、サーボ回路５７に異常が生じて、モータ５６
の回転を増加させる制御を行った際に、モータ５６に供
給されるモータ電源６２は急激に増加しない限り前記電
流検知スイッチ５９によるモータ電源６２の供給遮断を
行うことができない、また、超音波振動診断する生体に
応じて、モータ５６の回転を変える場合に、その設定さ
れた回転速度で回転駆動中のモータ５６がその設定回転
速度の許容範囲を超えた回転速度で駆動した際には、前
記電流検知スイッチ５９で設定されている異常電流値以
下である場合は、モータ電源６２の供給遮断は行われな
いが、所望の回転速度で駆動されていないために所望の
生体診断ができなくなる課題がある。
【００１７】本発明の超音波診断装置は、超音波振動子
をモータの回転によりフレキシブルシャフトを介して回
転走査させる際に、モータに異常が生じ、急激にモータ
駆動電源が上昇したり、及び、診断内容に応じてモータ
の回転を変換させ、前記超音波振動素子の走査回転を変
えた際に、その設定回転範囲から逸脱するようなモータ
の回転駆動が行われた際に、前記モータの回転駆動を停
止させることを可能とする超音波診断装置を提供するこ
とを目的とする。
【００１８】
【課題を解決するための手段】本発明の超音波診断装置
は、超音波振動子を回転駆動する駆動手段と、前記超音
波振動子または前記駆動手段の回転速度を検出する回転
速度検出手段と、所定の基準値を有し、この基準値と前
記回転速度検出手段による検出結果とを比較して前記超
音波振動子または前記駆動手段の回転異常の発生を監視
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する回転異常監視手段と、前記回転異常監視手段が回転
異常を検出することにより前記駆動手段の動作を停止さ
せる制御手段とを備えたことを特徴とする。
【００１９】本発明の超音波診断装置によると、超音波
振動子を回転駆動する駆動手段の回転速度が、所定の基
準値に比較して回転異常と回転異常監視手段で判定され
ると、前記駆動手段は制御手段で駆動停止可能となり、
前記基準値を複数有することで、生体の診断部位に応じ
た診断時における駆動手段の回転異常時の駆動停止も可
能となった。
【００２０】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態について詳細に説明する。図１は本発明に係る
超音波診断装置の一実施形態の構成を示すブロック図
で、図２は、本発明に係る超音波診断装置の駆動開始時
の動作を説明する説明図で、図３は、本発明に係る超音
波診断装置の駆動時に基準範囲以下で駆動した際の動作
を説明する説明図で、図４は、本発明に係る超音波診断
装置の駆動時に基準範囲以上で駆動した際の動作を説明
する説明図で、図５は、本発明に係る超音波診断装置の
他の実施形態の構成を示すブロック図である。
【００２１】本発明に係る超音波診断装置の一実施形態
を図１を用いて説明する。図１の図中の符号１１は超音
波プローブで、符号１２は超音波診断装置である。超音
波プローブ１１は、体腔内に挿入される挿入部１１ａと
この挿入部１１ａに配置される超音波振動子１３の駆動
制御する駆動部１１ｂからなっている。挿入部１１ａの
先端には超音波振動子１３が内装配置され、この超音波
振動子１３は、前記挿入部１１ａに内装されているフレ
キシブルシャフト１４の先端に取り付けられている。駆
動部１１ｂには、前記フレキシブルシャフト１４の基端
が取り付けされたモータ１６と、このモータ１６と共に
回転し、モータ１６の回転速度をを検出するロータリエ
ンコーダ１５と、このロータリーエンコーダ１５で検出
した回転速度信号の基で、前記モータ１６の回転制御を
行うサーボ回路１７等からなっている。
【００２２】なお、前記超音波振動子１３は、前記挿入
部１１ａに内装された信号用ケーブルを介して、後述す
る超音波診断装置１２に設けられている超音波発信駆動
制御及び超音波エコー受信駆動制御を行う超音波振動子
駆動制御回路と接続されている。
【００２３】前記超音波診断装置１２は、前記超音波プ
ローブ１１のサーボ回路１７を介して、モータ１６を駆
動するモータ電源２２と、このモータ電源２２と前記サ
ーボ回路１７との間に設けられたモータ電源供給用リレ
ー（以下、リレースイッチという）２１が直列に設けら
れている。前記リレースイッチ２１は、フィールド・プ
ログラマブル・ゲートアレイ（以下、ＦＰＧＡと称す
る）で構成された制御部１９でオン／オフ制御される。
【００２４】この制御部１９は、前記超音波プローブ１

6
１の駆動回転速度をロータリーエンコーダ１５で検出
し、その回転速度から生成された回転速度信号をカウン
トするカウンタ２３、前記モータ１６の駆動回転速度の
基準値データを有する基準データ部２４、前記カウンタ
２３でカウントされた前記ロータリエンコーダ１５から
の回転速度信号からカウントした回転データと前記基準
データ部２４の基準データと比較する比較器２５、及び
この比較器２５で比較された結果を基に、前記リレース
イッチ２１をオン／オフ制御するデコード信号を生成す
るデコーダ２６から構成されており、前記カウンタ２３
には、前記ロータリエンコーダ１５の回転速度信号をカ
ウントする際のシステムクロック信号２７が図示してい
ないシステムクロック発生器から供給されており、さら
に、カウンタ２３とデコーダ２６には、フリーズ信号２
８が図示していないフリーズ信号生成器から供給されて
いる。
【００２５】前記超音波診断装置１２には、図示してい
ないが、前記超音波振動子１３を駆動制御する超音波振
動子駆動制御回路、及びモータ電源２２を生成する電源
回路等が設けられている。
【００２６】さらに、前記超音波診断装置１２の図示し
ていない超音波振動子駆動制御回路からの駆動制御の基
で、前記超音波振動子１３が励振されて生体内へ超音波
パルスを放射し、その超音波パルスが生体で反射された
超音波エコー波を受信して、電気信号に変換して、前記
超音波振動子駆動制御回路に出力され、この超音波振動
子駆動回路に供給された電気信号を基に、図示していな
いモニタに表示するための画像信号処理を行い超音波画
像をモニタ表示する。
【００２７】この超音波振動子１３から超音波パルスを
放射する際に、前記モータ電源２２がリレースイッチ２
１及びサーボ回路１７を介して、モータ１６に供給され
回転駆動させる。このモータ１６の回転駆動は、フレキ
シブルシャフト１４を介して超音波振動子１３に伝達さ
れ、超音波振動子１３をメカニカルに回転させる。この
超音波振動子１３の回転により、生体内に超音波パルス
を走査発信する。
【００２８】前記モータ１６の回転速度は、ロータリエ
ンコーダ１５で検出され、その検出された回転速度から
生成された出力信号は、前記サーボ回路１７と前記カウ
ンタ２３に供給される。前記サーボ回路１７は、前記ロ
ータリエンコーダ１５から供給された出力信号を基に、
前記モータ１６の回転速度を一定にするための制御を行
う。
【００２９】前記制御部１９は、前記モータ１６が正常
な回転速度で動作をしているときの前記ロータリエンコ
ーダ１５の出力信号１８はデューティー５０％で一定周
期のパルス信号である。従って、モータ１６の正常回転
動作をしているときのロータリエンコーダ１５の出力信
号のパルス幅の期間中のシステムクロック２７を前記カ
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7
ウンタ２３でカウントした値がほぼ一定となる。このカ
ウンタ２３で前記ロータリーエンコーダ２７からの出力
パルス信号１８のパルス幅期間のシステムクロック２７
の数をカウントした結果を比較器２５で基準データ部２
４からの基準データと比較する。なお、前記基準データ
部２４の基準データは、前記モータ１６が正常回転駆動
時の基準値にある程度の許容範囲を持たせたものであ
り、前記比較器２５で比較する際には、基準データ部２
４の基準値の許容範囲に含まれているか否かの判定を行
うものである。この比較器２５の比較結果またはフリー
ズ信号２８を基にデコーダ２６でリレースイッチ２１を
駆動制御するリレー制御信号２０をデコード生成する。
もし、前記フリーズ信号２８が入力されると、前記デコ
ーダ２６は、前記リレースイッチ２１をオフするリレー
制御信号を生成し、あるいは、前記比較器２５で前記ロ
ータリーエンコーダ１５からの出力信号のパルス幅が基
準値データ範囲外の場合には、前記リレースイッチ２１
をオフさせるリレー制御信号を生成し、前記リレースイ
ッチ２１をオフ駆動させて、前記モータ電源２２のモー
タ１６への供給を遮断し、モータ１６の回転駆動を停止
させる。
【００３０】次に、図２を用いて前記制御部１９の詳細
動作を説明する。この図２は、フリーズ信号２８がフリ
ーズ解除信号で、このフリーズ解除信号の基で、デコー
ダ２６からリレースイッチ２１をオンするリレー制御信
号が供給されて、モータ電源２２がサーボ回路１７を介
してモータ１６に供給されてモータ１６が回転駆動開始
する動作の説明である。
【００３１】図示していない入力部から操作者の操作に
よりフリーズ解除指示が入力されると、フリーズ信号２
８がロー（Ｌｏｗ）に変化するものとする。このフリー
ズ信号がローに変化したことにより、デコーダ２６から
リレースイッチ２１をオンするリレー制御信号２０が出
力される。これによりモータ１６にモータ電源２２がリ
レースイッチ２１とサーボ回路１７を介して供給されて
回転駆動を開始する。モータ１６の回転駆動により、ロ
ータリエンコーダ１５も共に回転駆動し、エンコーダ出
力信号１８がサーボ回路１７と制御部１９のカウンタ２
３に供給される。サーボ回路１７は、供給されたエンコ
ーダ出力信号１８の基で、モータ１６を所定の回転速度
で回転駆動するようにモータ駆動電源の供給調整を行
う。カウンタ２３は、前記エンコーダ出力信号１８のハ
イ（Ｈｉｇｈ）期間、図示していないシステムクロック
発生器から供給されたシステムクロック２７をカウント
する。このカウンタ２３でエンコーダ出力信号１８のハ
イ期間のシステムクロック２７のカウントデータは、比
較器２５で、基準データ部２４の基準データと比較し、
その比較結果をデコーダ２６に供給し、デコーダ２６か
ら前記のリレースイッチ２１のオン／オフを制御するリ
レー制御信号２０を出力する。
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【００３２】前記リレースイッチ２１がオンされて、前
記モータ１６の回転駆動直後のエンコーダ出力信号１８
の期間ａは、モータ１６の回転駆動開始から安定回転駆
動への立ち上がりに多少時間がかかるために、システム
クロック２７のカウントデータが基準データの所定範囲
をオーバーするが、この期間ａは強制的にリレースイッ
チ２１をオン維持させるようにデコーダ２６からリレー
制御信号２０を供給させる。
【００３３】次にエンコーダ出力信号の期間ｂのシステ
ムクロックをカウンタ２３でカウントし、その期間ｂの
カウントデータと基準データを比較器２５で比較し、そ
の比較結果が基準データの所定の範囲内の場合は、デコ
ーダ２６から前記リレースイッチ２１のオンを維持させ
る出力信号２０を継続供給させる。以後、前記モータ１
６が回転駆動中のエンコーダ出力信号１８のハイ期間ｃ
及び期間ｄ以降の期間毎にシステムクロック２７を順次
カウントし、基準データと比較されて、カウントされた
システムクロックのカウントデータが基準データの範囲
内の場合は、デコーダ２６から継続してリレースイッチ
２１のオン状態を維持させるリレー制御信号２０を供給
させる。
【００３４】次に図３を用いてモータ１６が回転駆動中
に、サーボ回路１７の制御にも拘わらず、何らかの理由
で回転速度が早くなった場合の動作について説明する。
図中エンコーダ出力信号のハイ期間ｃ～ｅは、前述の図
２のハイ期間ｃ，ｄに継続されたモータ１６の基準デー
タ範囲内での回転駆動状態を示している。エンコーダ出
力信号のハイ期間ｆのシステムクロック２７をカウンタ
２３でカウントし、そのカウントされたカウントデータ
と基準データ部２４の基準データとを比較部２５で比較
した結果  カウンタ２３のカウントデータが基準値デー
タの所定の範囲よりも少ないと、デーコーダ２６では、
リレースイッチ２１をオフさせるリレー制御信号２０を
生成出力し、リレースイッチ２１を強制的にオフさせ
て、モータ電源２２のモータ１６への供給を遮断し、モ
ータ１６の回転駆動を停止させる。
【００３５】次に図４を用いてモータ１６が回転駆動中
に、サーボ回路１７の制御にも拘わらず、何らかの理由
で回転速度が遅くなった場合の動作について説明する。
図中エンコーダ出力信号のハイ期間ｃ～ｅは、前述の図
２のハイ期間ｃ，ｄに継続されたモータ１６の基準デー
タ範囲内での回転駆動状態を示している。エンコーダ出
力信号のハイ期間ｚのシステムクロック２７をカウンタ
２３でカウントし、そのカウントされたカウントデータ
と基準データ部２４の基準データとを比較部２５で比較
した結果  カウンタ２３のカウントデータが基準値デー
タの所定の範囲よりも多いと、デーコーダ２６では、リ
レースイッチ２１をオフさせるリレー制御信号２０を生
成出力し、リレースイッチ２１を強制的にオフさせて、
モータ電源２２のモータ１６への供給を遮断し、モータ
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１６の回転駆動を停止させる。
【００３６】すなわち、モータ１６の回転駆動が何らか
の理由で異常回転駆動した場合、例えば、フレキシブル
シャフト１４の経年変化によって、切断されたり、前記
挿入部１１ａ内の内壁と接触回転したり、または挿入部
１１ａ内部で座屈するなどにより、モータ１６の負荷が
変動し、モータ１６の回転駆動速度が異常変動したり、
あるいはサーボ回路１７に故障が生じモータ１６の回転
速度の所定速度への制御ができなくなった状態で前記モ
ータ１６が回転駆動している場合、前記モータ１６の回
転駆動状態をロータリーエンコーダ１５からのエンコー
ダ信号をシステムクロック２７でカウントし、そのカウ
ントデータと基準データとの比較の結果、カウントデー
タが基準データの所定範囲外の場合には、リレースイッ
チ２１を強制的にオフさせることで、モータ１６の異常
回転駆動時のモータ１６に供給されるモータ電源２２の
過電源供給が排除され、モータ１６の保護と超音波プロ
ーブ１１ａの使用中の故障障害発生を操作者が認知可能
となる。
【００３７】なお、前記モータ１６が正常回転駆動され
ていて超音波診断装置１２の操作者が診断終了する際に
は、図示していない入力装置からモータ１６の回転駆動
を停止させるためのフレーズ信号２８を入力すると、前
記デコーダ２６は、リレースイッチ２１をオフにするリ
レー制御信号２０をリレースイッチ２１に供給出力す
る。
【００３８】次に本発明に係る超音波診断装置の他の実
施形態について、図５を用いて説明する。なお、図１と
同じ部分は同一符号を付して詳細説明は省略する。
【００３９】この他の実施形態は、超音波診断装置の操
作者が診断目的に応じて、前記モータ１６の回転駆動速
度を図示しないモータ回転速度切換器によって切り換え
る場合に、その切り換えられた回転速度で前記モータ１
６が異常回転駆動した場合のモータ１６の回転駆動制御
である。
【００４０】図５の図中の符号３５は、前記モータ回転
速度切換器から入力された回転速度切換信号である。こ
の回転速度切換信号は、前記サーボ回路１７に供給れる
と共に、選択器３１にも供給される。この選択器３１に
は、前記モータ１６の異なる回転速度の基準データを有
する基準データ部Ａ３２、基準データ部Ｂ３３及び基準
データ部Ｃ３４が接続され、かつ、前記選択器３１の出
力は、前記比較器２５に接続されている。
【００４１】前記サーボ回路１７は、前記回転速度切換
信号３５によって指定された回転速度で前記モータ１６
が回転駆動するように制御する。さらに、前記選択器３
１は、前記回転速度切換信号３５の指示により、基準デ
ータ部Ａ３２乃至Ｃ３４のいずれかを選択し、その選択
した基準データ部の基準データを前記比較器２５に供給
する。
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【００４２】すなわち、前記モータ回転切換器により、
モータ１６の回転駆動速度が変更されると、その回転速
度切換により、モータ１６の回転変更が行われると共
に、ロータリーエンコーダ１５からのエンコーダ信号１
８のハイ期間が変更される。この変更回転速度に対応し
たエンコード信号１８の基で、前記サーボ回路１７で前
記モータ１６の回転駆動速度が一定になるように制御さ
れると共に、前記カウンタ２３で、変更回転速度のエン
コード信号１８のハイ期間のシステムクロック２７のカ
ウントをカウンタ２３で行い、そのカウンタ２３でカウ
ントされた変更回転速度のカウントデータと、前記回転
速度切換信号３５の基で選択器３１で選択された基準デ
ータＡ乃至Ｃ３２～３４のいずれかの基準データ範囲内
で比較され、その比較結果により、前記デコーダ２６か
らリレースイッチ２２をオンまたはオフ制御するリレー
制御信号２０を生成供給する。
【００４３】これにより、超音波診断装置１２による生
体観察診断部分に応じて、前記超音波振動子１３の回転
速度を変化させた際にも、その変化させた回転速度おい
て、基準回転速度の所定範囲外の回転速度で前記モータ
１６が回転駆動した際には、モータ１６の回転駆動停止
が可能となる。また、生体観察診断部分に応じて、前記
超音波振動子１３の回転駆動走査速度を変更可能とした
超音波診断装置の前記モータ１６の回転異常検出は、前
記制御部１９に変更され得る回転速度に応じた複数の基
準データ部３２～３４を設け、この複数の基準データ部
３２～３４のいずれかを選択する選択器３１を設けるこ
とで実現でき、制御部１９の回路規模を増大させずに実
現可能である。
【００４４】［付記］以上詳述した本発明の実施形態に
よれば、以下のごとき構成を得ることができる。
【００４５】（１）  超音波振動子を回転駆動する駆動
手段と、前記超音波振動子または前記駆動手段の回転速
度を検出する回転速度検出手段と、所定の基準値を有
し、この基準値と前記回転速度検出手段による検出結果
とを比較して前記超音波振動子または前記駆動手段の回
転異常の発生を監視する回転異常監視手段と、前記回転
異常監視手段が回転異常を検出することにより前記駆動
手段の動作を停止させる制御手段と、を備えたことを特
徴とする超音波診断装置。
【００４６】（２）  メカニカルスキャン方式の超音波
診断装置において、超音波振動子をメカニカルスキャン
駆動させる駆動部と、この駆動部の回転角度を検知する
回転角度検知部とを有する超音波プローブ手段と、この
超音波プローブの回転角度検知部からの回転角度検知信
号を基に、前記駆動部の回転異常を監視する回転異常監
視手段と、前記回転異常監視手段の出力によって、前記
駆動部に回転異常が生じたと判定された際に、前記駆動
部を停止させる停止手段と、を備えたことを特徴とする
超音波診断装置。
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【００４７】（３）  前記回転異常監視手段は、プログ
ラマブルゲートアレイを用いて実現したことを特徴とす
る付記１または２記載の超音波診断装置。
【００４８】（４）  前記監視手段は、複数の回転速度
が設定可能で、操作者により回転速度を選択可能である
ことを特徴とする付記１または２記載の超音波診断装
置。
【００４９】
【発明の効果】本発明は、メカニカルスキャン超音波プ
ローブの超音波振動子をメカニカルスキャンさせるモー
タの回転駆動監視が簡易な構成で実現でき、前記モータ
の回転駆動が基準回転駆動範囲外の異常回転駆動した際
に、速やかにモータの回転駆動を停止可能で、モータ異
常回転駆動中の過電源供給によるモータ保護と、超音波
プローブの異常動作を阻止できる効果を有している。
【００５０】また、本発明は、超音波プローブを異なる
回転速度で回転駆動させても、その回転速度毎の基準回
転速度範囲での回転駆動監視が可能で、選択駆動されて
いる回転速度において、基準回転速度範囲外の回転駆動
異常が生じた際にも、回転駆動を速やかに停止させるこ
とが可能で、異なる回転速度に応じた複数の基準回転速
度データを設けることで簡単に実現できる効果を有して
いる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る超音波診断装置の一実施形態の構
成を示すブロック図。
【図２】本発明に係る超音波診断装置の駆動開始時の動
作を説明する説明図。
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【図３】本発明に係る超音波診断装置の駆動時に基準範
囲以下で駆動した際の動作を説明する説明図。
【図４】本発明に係る超音波診断装置の駆動時に基準範
囲以上で駆動した際の動作を説明する説明図。
【図５】本発明に係る超音波診断装置の他の実施形態の
構成を示すブロック図。
【図６】従来の超音波診断装置の構成を示すブロック
図。
【符号の説明】
１１…超音波プローブ
１２…超音波診断装置
１３…超音波振動子
１４…フレキシブルシャフト
１５…ロータリーエンコーダ
１６…モータ
１７…サーボ回路
１８…エンコーダ出力信号
１９…制御部
２０…リレー制御信号
２１…リレースイッチ
２２…モータ電源
２３…カウンタ
２４…基準データ部
２５…比較器
２６…デコーダ
２７…システムクロック
２８…フリーズ信号

【図１】
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【図４】



(9) 特開２００１－３２１３７９

【図５】

【図６】
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